
横手市農林部農業振興課

横手市では、中山間地域での耕作放棄地対策・営農継続支援のため、令和４年度から中山間地域等
経営継続支援事業を実施しています。

本事業への取組みを希望する場合は、下記の通り申込書の提出をお願いします。

1 事業内容

その1

対象者 ： 中山間地域等(※１）の条件不利農地(※２)を、新規に３年以上（樹園地は５年以上）
借受ける農業者

要件 ： 1） 借受けは、農地法または農地中間管理機構による利用権を当年１１月まで
設定(予定含む）すること。

2） 借受ける農地は、特定農作業受委託契約からの切替でないこと
3） 現況が、田・畑・樹園地のいずれかであること
4） 農作物を作付けし、販売すること

補助額 ： 1）田・畑 　 ５０，０００円/１０ａ（３年以上借受けた面積あたり）
2)樹園地 １００，０００円/１０a（５年以上借受けた面積あたり）
＊どちらも初年度 １回 限り

その2

対象者 ： 中山間地域等(※１）の条件不利農地(※２)で、営農を継続する農業者

要件 ： １） 着手前に申込すること
２） 農作物を作付けし、販売すること ・・・ 条件不利農地の整備費の場合

追加要件となります。

対象経費 ： １） 条件不利農地(※２)の整備費
土壌改良、整地、畦畔除去、暗渠排水、用排水路等のほ場に関する整備全般

２） 農道・水路・水利施設の維持補修費

 １）２）とも具体的には、
・ 工事費 対象外
・ 材料費 となります。 ・ 個人への賃金、燃料費
・ 車両リース代

補助額 ： 対象経費(税抜)の１/２以内
上限 ２０万円

実施例 ：
（水路の整備）

ウラへ

新規に農地を借受ける農業者への支援

農業生産施設等の維持補修・整備への支援

令和８年度 中山間地域等経営継続支援事業 のお知らせ

【実施前】 【実施後】

全て

満たす

こと



※1 中山間地域等 ・・・ 農業地域類型区分の中間農業地域と山間農業地域で、土地改良区が
管理していない農道・水路・水利施設がある地域

※2 条件不利農地 ・・・ 次の条件のうちどれか１つを満たす農地

①中山間地域等直接支払制度の対象となっている協定農用地 ②安定した水源がない
③区画が小さい(30a未満)・不整形な田または畑 　 ④農道や用水路等が未整備　　 

2 申し込みから補助金振込までの流れ

① 申し込み ① 申込書は、最寄りの地域局と市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに備えています。

申込期限： 令和８年１０月３０日（ 金 ）

農 ② 現地確認 横 ② 申込書の内容を現地確認します。

③ 交付申請 送付 ③ 現地確認後、対象者へ送付します。

業 ④ 交付申請 手

⑤ 交付決定

者 ⑥ 実績報告・請求 市 ⑥ 領収書・販売伝票・完成写真 を添付してください。

⑦ 補助金 振込

3 留意事項 予算の上限に達した場合は、申込を終了する場合があります。

4 提 出 先 横手市役所 農業振興課 農業政策係 （平鹿地域振興局 3F）
または 各地域局 地域課 産業建設係

5 問合せ先 横手市役所 農業振興課 農業政策係　髙橋、菅原
TEL ０１８２－３２－２１１２


